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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画の背景 

（１）社会の変化 

    わが国では、平成２４年にいわゆる「団塊の世代」が６５歳以上の高齢

者となることから、高齢化率が２４．３％に達し、約４人に１人が高齢者

という超高齢社会になると予測されています。 

     本町においても、平成２４年に高齢化率が２３．９％に達し、国の高齢

化率は下回るものの、超高齢社会になることが予測されています。 

また、地域格差はあるものの核家族化が進行することにより、かつての

伝統的な家族の在り方や地域での相互扶助機能は低下し、地域住民のつな

がりの希薄化、価値観の多様化など、住民意識の変化とともに地域社会が

大きく変わってきています。    

このため、高齢者、障がい者、子育て中の方など、生活上の支援が必要な

人たちは近所にたよる人がおらず、一層厳しい状況におかれています。 

   また、近年は、阪神淡路大震災や中越沖地震、ゲリラ豪雨などの自然災

害による被害が頻発しており、災害時には多くの人々が怪我を負い、生命

を失うこともありますが、自然災害は事前に予知することができないため

回避が出来ず、状況に応じた対応が求められています。 

  また、地域で生活することの基本にあるのは、お互いの人権の尊重です

が、近年、生活不安とストレスを原因とする家庭内暴力、虐待、ひきこも

り、自殺などが大きな社会問題となっているほか、性別や障がいの有無、

出身地区や国籍などによる様々な人権の侵害が存在し、核家族化による高

齢者世帯や認知症高齢者が増加していることにともない、消費被害、財産

上の不当取引などによる権利侵害も全国的に多発しております。 

  さらに、最近の社会問題である児童虐待や配偶者等への暴力、高齢者や

障がい者への虐待に対応する、総合的な人権施策の推進が求められていま

す。 

このような社会状況の中で、地域コミュニティの再生が叫ばれ、これら

の問題に対して地域住民による福祉活動が盛んになり、ボランティアやＮ

ＰＯ法人などの活動も活発化してきている等、新しい形の地域社会の構築

も進んでいます。 

 

（２）社会福祉法の改正 

平成１２年６月に社会福祉事業法が社会福祉法に改正施行され、その

中で、社会福祉の基本理念の一つとして「地域福祉の推進」が明確に位

置付けられました。 

また、平成１２年４月の支援費制度に施行された介護保険制度の定着

により、自己決定・自己選択によるサービス利用の推進により、サービ

スの質の向上も図られています。 
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さらに、平成１５年４月の支援費制度の導入、平成１８年４月の障害者

自立支援法の施行と、施設から地域に開かれたサービスの利用が進められ

ています。 

 

（３）市町村地域福祉計画の策定 

    「社会福祉法」の第１０７条では、地域福祉の推進にあたって、市町

村において「地域福祉計画」を策定することを規定しています。 

地域福祉計画は高齢者や障がい者、児童といった対象者ごとではなく、

地域という場所に着目した計画であり、住民がともに支え合い、助け合

うという意識の形成、その仕組みやネットワーク、住民・事業者・町の

役割や取り組みなどについて、基本的な理念や方針を定め、地域福祉を

推進することを目指しています。    

本町においても、平成１８年３月に「芽室町地域福祉計画」を作成し

ましたが、社会経済情勢の変化や、自然災害発生時の要援護者支援対策

が、地域社会において早急に取り組まなければならない重要な課題とな

っています。 

そこで、災害時要援護者支援に関する事項を新たに加えるとともに、

現行計画を見直し、新たに第２期芽室町地域福祉計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《社会福祉法での位置付け》 

 

社会福祉法では、地域福祉の推進が基本理念の一つに位置付けられ（第４

条）、市町村が地域福祉計画を策定する旨の規定（第１０７条）が設けられま

した。 

◇社会福祉法より抜粋◇ 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に

関する活動を行なう者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地

域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地

域福祉の推進に努めなければならない。 

（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地方自治法第２条第４項の基本構想に即し、地域

福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとす

る時は、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者そ

の他社会福祉に関する活動を行なう者の意見を反映させるために必要な

措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。 

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、本町のまちづくりの指針である「芽室町第４期総合計画」に基づ

き、保健福祉分野における「芽室町高齢者保健福祉計画」「芽室町介護保険事

業計画」「芽室町障がい者福祉計画」「めむろ次世代育成支援行動計画」「芽室

町健康づくり計画」などの個別計画と整合性を図るとともに、これらの計画を

地域において総合的に推進するための計画として策定します。 

そして、近年の地域における多様な福祉課題の解決のため、福祉分野以外の

「芽室町男女共同参画基本計画」「公立芽室病院中期経営計画」「芽室町食育推

進計画」などとも協働し、より地域福祉の向上を目指す計画として策定します。 

また、本計画を含む、保健・医療・福祉の各個別計画の現状や理念、目標を

一元化する「芽室町総合保健医療福祉計画」を平成２１年度中に策定します。 

そして、本計画を受けて芽室町社会福祉協議会が策定する「地域福祉実践計

画」は、地域において福祉活動を担う地域住民、ボランティア団体、ＮＰＯ等

の民間の自主的・自発的な福祉活動を中心とした行動計画となることから、連

携し策定します。 
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３ 計画の期間 

    計画の期間は、「第４期芽室町総合計画」の実施計画期間と同じ平成２４

年度まで４年間とします。 
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H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度 H２５年度 H２６年度

      

第４期芽室町総合計画（H２０年度～H２９年度） 

実施計画 

（Ｈ２０～Ｈ２４年度） 

展望計画 

（H25～29年度）

      

 

芽室町総合保健医療福祉計画 

（Ｈ２１年度～Ｈ２４年度） 

 

  

      

期高齢者保健

計画・介護保

業計画 

18年～H20年） 

第４期高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

（H２１年度～Ｈ２３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

      

芽室町障害者 

福祉計画２１ 

15年～H20年） 

期障害者計画 

18年～H20年） 

第２期芽室町障がい者福祉計画

（第２期芽室町障がい者福祉計画・ 

第２期芽室町障がい福祉計画）

（Ｈ２１年度～Ｈ２３年度） 

   

      

代育成支援行動計画【前期】 

１７年度～Ｈ２１年度） 

次世代育成支援行動計画【後期】予定 

（Ｈ２２年度～Ｈ２６年度） 

      

づくり計画 

15年～H20年） 

芽室町健康づくり計画 

（H２１年度～H２４年度） 

 

 

 

 

      

地域福祉計画 

18年～H20年） 

第２期芽室町地域福祉計画 

（H２１年度～H２４年度） 
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４ 計画の策定体制 

   計画の策定にあたっては、地域住民のニーズや生活課題を十分に把握し、

計画に反映させることが重要であることから、検討会議、各種団体との座談

会の開催、ホームページ等を活用したパブリックコメントを実施し、幅広い

住民の意見を取り入れました。 

 

（１）芽室町地域福祉計画検討会議 

本計画の策定にあたっては、保健福祉等関連団体より推薦された８人に

よる検討会議を開催しました。 

 

（２）関係団体等との座談会 

地域活動を行っている団体等を対象に、災害時要援護者支援対策として、

災害時要援護者の把握、情報の共有、要援護者の支援に関する事項につい

て、地域における現状の課題などを把握する目的で座談会を開催しました。 

    実施期間  平成２０年１１月２６日～１２月１０日 

    実施団体  ３団体 

    参加人数  ６９人 
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人口構造の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 人口構造の変化 

１ 人口の推移 

   芽室町の人口は年々増加傾向にあります。また、年齢構成

に 65歳以上人口の割合が大きく増加しており、高齢化が着実に進んでいます。 

 

〔表１ 芽室町の人口と年齢構成〕 
 

10,842 10,866 11,283 11,353 11,352

3,435 3,035 2,997 3,019 2,930

2,238 2,703
3,306 3,926 4,147

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２０年

（人）

年少人口(0-14歳) 生産人口(15-64歳) 高齢者人口（65歳以上）

 

人口 

18,158      18,300      18,343      18,386      18,429 

(22.2） (22.5） (21.9） (20.9） (21.5） 

(62.6） (61.8） (61.7） (61.6） (62.0） 

(16.1） (15.9） (16.3） (16.5） (16.5） 

資料：第４期芽室町総合計画策定時の国勢調査からの推計値 

       

２ 人口の推計 

  本町の人口は、平成20年に18,429人、目標年次の平成24年に18,652

人になると推計されてます。また、高齢化率は平成 20 年に 22.5％、平成

24 年には 23.9％と 1.4％上昇する一方、15 歳未満の年少人口の割合は平

成20年に15.9％、平成24年には15.4％と減少することが予測されてます。  

 

〔表２ 芽室町の人口推計〕 

11,352 11,360 11,368 11,343 11,318

2,930 2,900 2,878 2,873 2,868

4,147 4,212 4,268 4,367 4,466

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

（人）

年少人口(0-14歳) 生産人口(15-64歳) 高齢者人口（65歳以上）

 

人口 

18,429      18,472      18,514      18,583      18,652 

(23.9） (23.1）(22.5） (23.5）(22.8） 

(61.6） (61.5） (60.7） (61.4） (61.0）

(15.9） (15.4） (15.5）(15.7） (15.5）
資料：第４期芽室町総合計画策定時の国勢調査からの推計値 
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３ 要介護高齢者の見込み 

要介護認定者数は、年々増加の傾向にあります。特に要支援１、要支援

２、要介護1の増加数が高い傾向にあります。 

 
 〔表３ 介護認定の状況の推移〕 

130

172

89

88

68

76

114
118

0

200

400

600

800

1000

平成１７年 平

（人）

要支援１ 要支援

総認定者数 

6 
904 

8 828 
4 

3 

       資料：町保健福祉課

        注）：平成１７年は

 

４ 障がい者の状況と将来

  身体、知的、精神障

で自立支援医療（精神

 

※交付者数は、平成１８・１９年

※人口に占める割合は、第４期芽

※平成２１年度から２４年度の推

人口推計値に乗じて算出 

 

 〔表４ 身体障がい者

 

1,041 975

5.7%
5.3%

700

800

900

1,000

1,100

平成１８年 平成１９年

(人）

身

実績値 

資料：町保健福祉課調べ
78
114 119

83 87

182 190

114 121

111 117

81
90

99
104

成２０年 平成２１年 平

２ 要介護１ 要介護２ 要

調べ 

要支援認定が分かれていないため

推計 

がい者のいずれも微増

通院）を利用する人が

度は３月３１日現在、平成２０年

室町総合計画策定時の国勢調査人

計値は、平成２０年度の人口に対

の状況と推計〕 

999 997 1,0

5.4% 5.5.4%

平成２０年 平成２１年 平成

体障害者手帳交付者数

 

7 
86
124 128

91 94

198 205

129 137

122 127

95 99

109

成２２年 平成２３年 平

介護３ 要介護４ 要介護５

要支援を要支援１として記載 

傾向にあります。特に

大きく増加しています

度は１２月１日現在 

口をベースに算出 

する手帳所持者（受給者数）割合

00 1,003 1,007

4% 5.4% 5.4%

２２年 平成２３年 平成２４年

人口に占める割合

推計値 
93
104
62
131

97

210

145

131

成２４年

 

、精神疾患

。 

を 

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

 



〔表５ 知的障がい者の状況と推計〕 

  

152 167 173 174 174 175 175

0.83%

0.91%
0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94%

120

140

160

180

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

(人)

0.60%

0.65%

0.70%

0.75%

0.80%

0.85%

0.90%

0.95%

療育手帳交付者数 人口に占める割合
 

実績値 推計値 

資料：町保健福祉課調べ 

  
 

 

 〔表６ 精神障がい者の状況と推計〕 

 

 

0

20

40

60

80

平

(人)

実績値 推計値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔精神保健手帳交付者数〕 
46 57 61 61 61 61 62

0.25%

0.31%
0.33% 0.33% 0.33% 0.33% 0.33%

成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

0.35%

精神障害者保健福祉手帳所持者数

合
 

人口に占める割

資料：町保健福祉課調べ 
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〔表７ 自立支援医療（精神通院）受給者証所持者数の状況と推計〕 

 

174 218 240 240 241 242 242

0.95%

1.19%

1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

（人）

0.70%

0.80%

0.90%

1.00%

1.10%

1.20%

1.30%

1.40%

自立支援医療（精神通院）受給者証所持者 人口に占める割合

 

実績値 推計値 

 

 

 
５ 合計特殊出生

出生数は

15 年 21

出生率につ

転じていま

なお、本

 

 〔表８ 出生

 

 

平成１

平成１

平成１

平成１

平成１

平成１

平成１

平成１

      資料：町

※【合計特殊出生率】

  一生の間に一人の

 

 

資料：町保健福祉課調べ 
率の変化 

平成12年に181人で、その後減少傾向にありましたが、平成

7 人と増加し、平成 19 年は 182 人となっています。合計特殊

いては微減傾向にありましたが、平成 18 年より若干の増加に

す。 

町の合計特殊出生率は北海道及び全国の平均値を上回っています。 

数と合計特殊出生率の推移〕 

合計特殊出生率（％） 
 

人口 

（人） 

出生数 

（人） 芽室町 北海道 全国 

２年 18,174 181 1.53 1.23 1.36 

３年 18,264 156 1.53 1.21 1.33 

４年 18,437 163 1.53 1.22 1.32 

５年 18,466 217 1.50 1.20 1.29 

６年 18,634 150 1.50 1.20 1.29 

７年 18,300 175 1.50 1.15 1.26 

８年 18,343 193 1.52 1.24 1.32 

９年 18,386 182 1.52            

保健福祉課調べ、合計特殊出生率は北海道十勝地域保健情報より参照 

 

女性が生む子どもの平均数で、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものです。 
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６ 生活困窮者の状況 

被保護世帯は年々増加傾向にあります。しかしながら、被保護人員数は極

端な増加はなく、単身世帯が増えていることがうかがえます。 

 
 〔表９ 被保護世帯・被保護人員の推移〕 

 被保護世帯 被保護人員 保護率（％） 

平成１４年 82世帯 122人 0.7 

平成１５年 89世帯 122人 0.7 

平成１６年 91世帯 119人 0.6 

平成１７年 85世帯 108人 0.57 

平成１８年 19世帯 114人 0.6 

平成１９年 95世帯 120人 0.62 

平成２０年 99世帯 124人 0.64 

       資料：保健福祉課調べ 
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  第 ３ 章    

計画の理念と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 計画の理念と目標 

 

１ 基本理念 

 

「地域でお互いに支え助けあう、おもいやりに満ちた共生のまちづくり」 

 

   町民の多くは、いつまでも住み慣れた地域で安心・安全な生活がつづけられ

ることを望んでいます。 

このような地域を目指すためには、年令や性別、障がいの有無などに関わ

らず、一人ひとりの人権が尊重され、すべての住民が地域活動を行う担い手

として大切な一員となり、地域全体が家族のように助け合い支え合い共に生

きることが必要です。 

しかし、現在の地域社会は、核家族や単身世帯が増加し、人と人とのつな

がりが希薄になり、結果として地域活動に参加する人が減少し、地域が本来

もっている相互扶助の機能が低下しています。 

わたしたち住民一人ひとりをはじめ、関係する機関や団体、そして行政が、

お互いに誰かが決定提示した選択肢から選ぶのではなく、双方向的な意見交

換を通して決定のプロセスに参加し、自ら意志決定を行う仕組みづくりが必

要です。 

どんな人もひとりでは生きていけません。 

地域での支え合いとお互いをおもいやる地域住民同士の「つながり」を再

構築し、お互い尊重し認め合う共生による地域づくりを目指します。 

      

  

２ 施策目標 

   本計画の施策目標は、基本理念の実現に向け、第１期地域福祉計画におけ

る施策のさらなる展開と、第４期芽室町総合計画の地域福祉に係る事項の推

進、座談会や会議において検討された生活課題を踏まえ、以下の１３項目と

します。 

   これら１３項目の施策目標のもと、芽室町に住む一人ひとり、地域と関

係する機関や団体、そして行政がひとつになって地域福祉を推進します。 

 

１ 生涯を通じた健康づくり 

２ 安心して生み育てることができる子育て支援 

３ 地域で支えあう福祉社会の実現 

４ 高齢者福祉の充実 

５ 障がい者の自立支援と社会参加 

６ 人権を尊重する地域社会の形成 

７ 災害に強いまちづくりの推進 

８ 防犯対策と交通安全の推進 
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９ 道路交通環境の整備 

10 自然環境の保全とクリーンエネルギーの推進 

11 シニア世代が活躍できる環境づくり 

12 地域活動の推進 

13 災害時要援護者の支援体制づくりと地域コミュニティの再生 

 
 
３ 施策の体系  

 
施     策 主な推進方策と個別事業 

１ 生涯を通じた健康づくり （１）対話・実践型の健康づくり 

・成人健康教育相談事業 

２ 安心して生み育てることができる 

子育て支援 

（１）楽しく子育てできる支援体制の整備 

・育児サポートシステム活動支援事業 

・子育て支援事業 

・芽室町要保護児童対策地域協議会運営事業 

３ 地域で支えあう福祉社会の実現 （１）地域における支え合い活動の推進 

①住民同士の円滑な関係づくり 

・「あいさつ運動」の実施 

・地域交流の推進 

②福祉教育の推進 

・「総合的な学習の時間」等への支援 

③地域福祉を推進する人材の育成 

・芽室町ボランティアセンター運営支援事業 

（２）地域における総合的な保健・福祉サービス利用の推進

①相談支援体制の充実 

・総合相談事業 

②情報提供体制の整備 

・保健福祉サービス・子育てガイド等の作成 

（３）地域福祉を推進する体制づくり 

①住民・事業者・町の協働による計画の推進 

・住民の役割 

・事業者の役割 

・町の役割 

②関係団体等との連携 

・社会福祉協議会活動支援事業 

・「地域福祉実践計画」の策定支援 

・小地域ネットワークの推進 

・心配ごと相談 

・民生委員児童委員活動支援事業 
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４ 高齢者福祉の充実 （１）生きがい・社会参加の推進 

・高齢者体育大会の開催 

・老人クラブ交歓会 

（２）生活支援・環境整備の推進 

・給食交流サービス 

・老人クラブ活動への支援 

（３）介護予防の推進 

・ふれあい交流館維持管理事業 

・特定高齢者ケアマネジメント 

・リハビリ教室 

・からだイキイキ運動塾 

・健康講座 

・認知症サポーター養成講座 

・健康相談 

・地域包括支援センター 

５ 障がい者の自立支援と社会参加の促進 （１）地域生活支援体制の構築 

・障がい者相談員との連携 

・相談支援体制に関する課題解決のための取り組み 

・障がい者（児）に対する理解を深める取り組み 

６ 人権を尊重する地域社会の形成 （１）人権意識の総合的啓発 

・帯広人権擁護委員協議会参画事業 

・配偶者からの暴力被害者への支援活動 

・芽室町要保護児童対策地域協議会運営事業 

・障がい者権利擁護 

（２）高齢者の権利擁護 

・権利擁護事業 

（３）アイヌ住民福祉の向上 

    ・アイヌ協会支援、生活相談事業 

７ 災害に強いまちづくりの推進 （１）防災対策事業の推進 

・防災対策事業 

８ 防犯対策と交通安全の推進 （１）交通安全指導・啓発事業の推進 

・交通安全指導・啓発事業 

・交通防犯対策事業 

（２）防犯対策事業の推進 

・帯広地区防犯協会連合会参画事業 

・少年補導員会運営事業 

９ 道路交通環境の整備 （１）道路施設等環境の整備等 

・町道・歩道・駐車場等維持管理事業 

・除排雪計画策定事務 
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10 自然環境の保全と 

クリーンエネルギーの推進 

（１）自然環境の保全 

・クリーンめむろ大作戦推進事業 

・環境モラルに対する意識の向上及び啓発 

11 シニア世代が活躍できる環境づくり （１）地域デビューのための支援 

・加齢の歓びを実感できるまちづくり推進事業 

（２）シニアワークセンターへの支援 

・シニアワークセンター支援事業 

 

12 地域活動の推進 （１）地域担当制度実施事業の推進 

・地域担当職員制度運営事業 

（２）町民活動支援センターの充実 

・町民活動支援センター運営事業 

（３）協働のまちづくり活動支援事業の再構築 

・協働のまちづくり活動支援事業 

・自治振興活動支援事業 

・地域振興活動支援事業 

13 災害時要援護者の支援体制づくりと 

地域コミュニティの再生 

（１）支援体制の必要性とコミュニティ活動の重要性 

（２）具体的な取り組みについて 

  ・町民一人ひとりが取り組むこと 

  ・地域が取り組むこと 

  ・事業者が取り組むこと 

  ・行政が取り組むこと 
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  第 ４ 章       

施策の実現に向けた   

取り組みと目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 施策の実現に向けた取り組みと目標について 

 

 

１ 生涯を通じた健康づくり 

運動や食生活の改善等の推進により健康的な生活習慣を促し、内臓脂肪型

肥満に着目した健診・保健指導により、自らが行動し生活習慣病を予防する

健康づくりをすすめます。 

 

 

（１）対話・実践型の健康づくり 

    地域と連携した健康づくりの普及啓発が重要であり、健康づくりに関する 

取組について行政と地域をつなぐ体制を構築し、健康づくりの向上を目指 

します。 

 

 

成人健康教育相談事業  

   町民の健康に関する知識の普及や健康的な生活習慣確立のために健康教を 

実施します。 

また広報等を活用し、一次予防について周知するほか、地域等の各種団体

からの要請に応じ、出前健康講座を行います。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

生活習慣病に関する 

出前健康講座開催回数 
６回 ７回 ７回 ８回 ８回

 

 

２  安心して生み育てることができる子育て支援 

   少子化や女性の社会進出等によって、子どもや家庭を取り巻く環境は大き

く変化しています。近年における少子高齢化や核家族化の進行、就労構造

の変化、地域社会における人間関係の希薄化などは、子ども自身だけでは

なく、子どもが育つ中心的な場所である家庭にも大きな環境の変化をもた

らしています。 

子どもたちが健やかに育つ環境づくりや、子育て支援体制の整備に取り

組むとともに、様々な事情により増加しているひとり親家庭に対応した相

談・援助体制の充実を図ります。 
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（１）楽しく子育てできる支援体制の整備 

子育て中の親の不安解消に向け、子育て支援センター相談窓口の開設や

育児相談日を設定するとともに、その周知を図り、誰もが気軽に育児相談

できる体制を整えます。また、子育てサークル等の育成・支援に努めます。 

育児負担の軽減を目的として実施している育児サポートシステムは、

年々利用者も増加していることから、継続して支援します。 

 

 

育児サポートシステム活動支援事業 

     子育ての援助を受けたい人と援助を提供したい人を登録し、子育ての相

互援助を支援する「育児サポートシステム」の運営を行い、子育て中の世

代の育児負担感やストレスの軽減を図り、安心して子育てできる地域であ

ると感じながら生活する人が増えるよう支援します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

利用回数 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回 ３００回

育児サポート 

システム登録者 
２００人 ２００人 ２００人 ２００人 ２００人

 

 

子育て支援事業 

     地域全体の子育てを支援する基盤を形成し、子育ての相談により育児不

安の解消が図られるように支援します。 

また、子育て家庭や子育てサークルに対する育成支援を行い、子育て機

能の資質向上に寄与し、次世代を担う乳幼児の健全育成を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

遊び場等利用人数 ５，９０９人 ５，９２９人 ５，９４９人 ５，９６９人 ５，９８９人

子育て支援センター 

利用人数 
８，２４７人 ８，２５７人 ８，２６７人 ８，２７７人 ８，２８７人

子育て相談利用者数 １９１人 ２０１人 ２１１人 ２２１人 ２３１人

 

 

芽室町要保護児童対策地域協議会運営事業 

     児童福祉法・児童虐待防止法に基づき、児童相談体制の確立を図り、虐

待児童のみならず要保護児童全般に対応し、児童の健全育成が図られる環

境づくりや体制づくりを推進します。 
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３ 地域で支えあう福祉社会の実現 

   昨今の核家族化の進行により、かつての伝統的な家族や地域での相互

扶助機能は低下し、地域住民のつながりの希薄化、価値観の多様化など、

住民意識の変化とともに地域社会が大きく変わってきています。 

本町に住む多くの人は、高齢になっても住み慣れた地域でいつまでも安

心した生活ができることを望んでおり、全ての町民が地域を構成する大切

な一員であり、地域全体が家族のように助け合い、支え合うという意識が

必要です。 

住民一人ひとりをはじめ、関係する機関・団体そして行政がひとつにな

って地域住民同士の「つながり」を再構築することが大きな課題となっています。 

 

 

（１）地域における支え合い活動の推進  

①住民同士の円滑な関係づくり 

町内会などの地域内で身近な住民同士の挨拶や、コミュニケーション

づくりの促進によるコミュニティーの再構築を図り、地域社会の基礎と

なる住民同士の円滑な関係づくりを推進します。 

 

 

  「あいさつ運動」の実施 

住民同士が「あいさつ」をかわすことは、人と人とのコミュニケーション

はもとより、安全安心した地域をつくる第１歩です。 

住民が中心となって、隣近所など身近な地域でのあいさつをかわすことか

らはじめ、地域全体に「あいさつ運動」が浸透するような、人と人とのつな

がりを築くきっかけづくりを行います。 

 

 

地域交流の推進 

核家族化が進む中で、地域でさまざまな交流の機会を通して、お互いに相

手に対する思いやりの気持を育てることが大切です。町内会や農事組合等の

活動で、子どもや障がい者、高齢者等が集まり、楽しい世代間の交流を進め

ます。 

 

 

②福祉教育の推進 

子どもから大人まで、お互いに相手に対する思いやりの気持ちを持ち、

分け隔てのない社会の構築が望まれます。そのため、学校教育の中での

取り組みのみならず、広く住民全体に対しても福祉に関する教育を推進

します。 
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  「総合的な学習の時間」等への支援 

町民が高齢者や障がい者に対する偏見や差別意識を取り除く、「心のバリ

アフリー」を目指した福祉教育を充実させ、ボランティア体験などの取り組

みを検討します。 

 

 

③地域福祉を推進する人材の育成 

地域の福祉活動を積極的に推進する人材はごく限られた個人や団体に

とどまっている一方で、ボランティアへの参加を希望する個人や団体も

出てきています。これらの参加意欲を大切に育てる環境、そして牽引力

となる人材を育成するため、ボランティアセンターなどの活用による支

援体制づくりを進めます。 

 

 

   芽室町ボランティアセンター運営支援事業 

     町の福祉施策と連携した事業を行うボランティアセンターの活動を支援

することにより、ボランティア活動の啓発及び普及を図り、ボランティア

活動の活発なまちづくりを目指します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの

勤務日数（週） 
５日 ５日 ５日 ５日 ５日

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ便りの

発行回数 
１２回 １２回 １２回 １２回 １２回

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣件数 ２８件 ３０件 ３２件 ３４件 ３６件

 

 

（２）地域における総合的な保健・福祉サービス利用の推進 

  ① 相談支援体制の充実 

地域包括支援センターなどによる相談体制の充実と、関係機関の連絡・

連携の強化を推進します。 

 

 

総合相談事業 

高齢者等に関する様々な相談に応じ、各種サービスに関する情報提供や

継続的、専門的な相談・支援を行い、高齢者の健康保持、在宅生活の推進

を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

相談延件数 １，２００件 １，４００件 １，４５０件 １，５００件 １，５５０件
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② 情報提供体制の整備 

広報誌等により地域福祉に関する各種情報提供を推進するとともに、町民の

方々がいつでもどこでも必要なときに手に入れることができる情報提供体制

の整備を進めます。 

 

 

  保健福祉サービス・子育てガイド等の作成 

     高齢者や障がい者、子育てに関する町の保健福祉サービスや福祉事業者の

事業概要等を紹介した一覧表やガイドを作成し、情報提供の充実に努めます。 

 

 

（３）地域福祉を推進する体制づくり 

① 住民・事業者・町の協働による計画の推進 

これまで、住民・事業者・町がそれぞれ独自に地域福祉活動を推進し

てきました。 

しかしながら、ニーズの多様化に対応するためには、それぞれが独自

に実施するのではなく、それぞれが持つ地域福祉活動の特質を十分発揮

するために役割を明確にし、連携と協働により実施するための体制づく

りを進めます。 

 

 

住民の役割 

住民一人ひとりが、地域に関心を持ち、自らが地域の一員であることを

認識することが必要です。 

誰もが地域活動の担い手として、自身でできることは何かを考え、積極

的に参加することが期待されます。 

 

事業者の役割 

福祉サービスの提供者として、地域住民の多様な福祉ニーズに応えるた

め、新しいサービスの開発や情報提供に努めるとともに、関係機関と連携

を図りながら、住民の福祉活動へ参加するための支援に努めることが求め

られています。 

 

町の役割 

   町は、本計画に盛り込まれた施策を総合的に実施し、身近な地域での福

祉の仕組みづくりを推進することが求められています。 

また、住民や事業者の地域福祉に関する相談等に応じ、地域の福祉活動

に参加するための、多様な参加機会や情報の提供などの必要な支援を行い

ます。 
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② 関係団体等との連携 

芽室町社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動実践計画」や、民生委

員児童委員等と連携しながら、より効果的な地域福祉を推進します。 

 

 

社会福祉協議会活動支援事業 

     町の福祉施策と連携した事業を実施する芽室町社会福祉協議会の活動

を支援し、きめ細かな福祉事業の推進を図り、誰もが安心して暮らすこと

のできる福祉社会の実現を図ります。  

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

賛助会員数 ５，６３０人 ５，６３５人 ５，６４０人 ５，６５０人 ５，６６０人

社協の事務事業数 ３２件 ３２件 ３２件 ３２件 ３２件

地域福祉活動に充実

感を持っている町民

の割合(％) 

１４．０ １６．０ １８．０ ２０．０ ２２．０

 

 

「地域福祉実践計画」の策定支援 

地域福祉実践計画は、地域において福祉活動を担う地域住民、ボランテ

ィア団体、NPO等の自主的・自発的な福祉活動を中心とした行動計画です。

  芽室町地域福祉計画の行動計画として連動する大切な計画であり、芽室

町社会福祉協議会がおこなう実践計画の策定にあたっては、町が策定する

「地域福祉計画」との整合性を図りながら、今後も連携・協力体制を強化

し支援していきます。 

 

 

   小地域ネットワークの推進 

芽室町社会福祉協議会では、小地域ネットワーク事業を推進するため、

町内会等単位に「たすけあいチーム」を組織し、在宅福祉活動を推進しています。 

地域に住む住民一人ひとりが安心して生活を送ることができるよう、一人

暮らし高齢者等の安否確認や交流会、除雪活動等を行なっていますが、今後

も、地域住民が参加した支援を必要とする人々のニーズにあった新しい活動

を推進します。 

 

 

   心配ごと相談 

芽室町社会福祉協議会が実施している「心配ごと相談」について広く周

知し、身近な相談場所としての積極的な活用を進めます。 
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民生委員児童委員活動支援事業 

    社会奉仕の精神で、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を

行い、社会福祉の増進に努めている民生委員児童委員の職務の遂行が円滑

に行われるよう支援し、地域で支えあう福祉社会の実現を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

・定例会の開催回数 

・役員会の開催回数 

１１回

１２回

１１回

１２回

１１回

１２回

１１回 

１２回 

１１回

１２回

民生委員児童委員数 ４７人 ４７人 ４７人 ４７人 ４７人

地域住民からの 

相談件数 
１，３００ １，３２０ １，３４０ １，３６０ １，３８０

 

 

４ 高齢者福祉の充実 

  平成１９年３月末現在、本町の住民基本台帳による高齢化率（全人口に占

める６５歳以上の高齢者の割合）は２１．４％であり、平成４２（2030）

年には、３１．７％（国立社会保障・人口問題研究所推計）と３０％を超え、

全国的な状況と同様の水準で高齢化が進むことが予測されます。 

高齢者を取り巻く新たな社会情勢や多様化するニーズに的確に対処し、芽

室町の全ての高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心した生活を送るこ

とができる地域づくりを目指し、介護が必要になった場合でも安心してサー

ビスが利用できることはもちろん、介護予防・在宅支援を重視した施策の展

開が望まれています。 

 

 

（１）生きがい・社会参加の推進 

高齢者が生きがいを持ち、積極的に社会参加しながら地域社会で自立した

生活ができるよう環境の整備を図るとともに、高齢者が地域住民による自主

的団体活動の担い手として活躍できるよう、生きがい対策や社会参加を積極

的に支援します。 

 

 

高齢者体育大会の開催 

芽室町老人クラブ連合会の主催事業のひとつとして、その開催経費を補

助することにより、会員相互の親睦を図るとともに、社会参加の推進と外

出機会の確保を支援し、外出機会の確保により、高齢者の健康づくりを推

進します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

参加者数 ５３０人 ５４０人 ５５０人 ５６０人 ５７０人
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老人クラブ交歓会 

芽室町社会福祉協議会主催の老人クラブを対象とした事業で、その開催

経費を補助することにより、社会参加の推進と外出機会を確保し、高齢者

の生きがいづくりを推進します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

参加者数 ５８０人 ５８５人 ５９０人 ５９５人 ６００人

参加した 

単位老人クラブ数 
２６団体 ２６団体 ２６団体 ２６団体 ２６団体

 

 

（２）生活支援・環境整備の推進  

高齢者が住み慣れた地域社会でいつまでも安心して生活ができるよう、

様々なサービスを実施することで自立した生活を継続できるよう支援し

ます。また、地域住民による活動を積極的に支援します。 

 

 

給食交流サービス 

芽室町社会福祉協議会主催の独居高齢者を対象とした事業で、その開催

経費の一部を補助することにより、独居高齢者の交流機会の確保と、孤立

引きこもりを予防します。 

 
現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

参加者数 １，３２０人 １，３５０人 １，３７０人 １，４００人 １，４２０人

実施回数 １５回 １５回 １５回 １５回 １５回

 

 

老人クラブ活動への支援 

芽室町老人クラブ連合会及び単位老人クラブの円滑な運営のため、運営

費の一部を補助することにより、高齢者の社会参加の推進を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

単位老人クラブ数 ２６団体 ２６団体 ２６団体 ２６団体 ２６団体

老人クラブ加入者数 １，７００人 １，７１０人 １，７２０人 １，７３０人 １，７４０人
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（３）介護予防の推進 

高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きとした

生活が送れるよう、地域包括支援センターにおける要支援認定者への介護

予防ケアプランの作成や介護予防ケアマネジメント、機能訓練教室の開催、

各種健康講座・相談支援事業など、介護予防対策を推進します。 

 

 

ふれあい交流館維持管理事業 

高齢者の在宅支援及び社会参加を目的にふれあい交流館を整備し、高齢

者の介護予防を推進します。その維持・管理は、公共サービスパートナー

制度により、高齢者の社会参加グループ「みつば会」に委託しています。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

利用者数 28,100 人 28,150 人 28,200 人 28,250 人 28 ,300 人

登録団体数 １７団体 １８団体 １９団体 ２０団体 ２１団体

 

 

特定高齢者ケアマネジメント 

特定高齢者（要支援・要介護状態になる恐れの高い高齢者）を対象に、

要介護状態にならないよう自立支援のための介護予防支援計画を作成し、

介護予防サービスの利用や各種サービスに結びつけ、要介護状態とならな

いよう支援します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

特定高齢者把握人数 ６０人 ６０人 ７０人 ８０人 ９０人

介護予防支援計画 

（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）作成件数 
３９件 ４０件 ４５件 ５５件 ６０件

 

 

リハビリ教室 

身体に障がいをお持ちの方を対象に、体操や作業療法、レクリェーショ

ン等を行うことで、日常生活動作の向上や生活範囲の拡大等の機能訓練の

場を提供し、要介護状態にならないよう予防します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

実施回数 ４５回 ４５回 ４５回 ４５回 ４５回

参加実人数 １５人 １５人 １５人 １５人 １５人
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からだイキイキ運動塾 

特定高齢者を対象に運動器向上を目的とし、体操、マシントレーニング

等を行い、要介護状態にならないよう予防します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

実施回数 ３８回 ３８回 ６４回 ６４回 ６４回

参加実人数 １５人  ２０人  ４０人 ４０人 ４０人

 

 

健康講座 

老人クラブや町内会などの団体を対象に、健康講座を開催します。高齢

者の健康や介護予防について周知を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

実施回数 ２５回 ２５回 ２５回 ２７回 ２７回

参加人数 ９５０人 ９５０人 ９５０人 １，０００人 １，０５０人

 

 

認知症サポーター養成講座 

認知症高齢者を地域で支えるため、認知症サポーターを養成します。 

町内会や各種団体からの要望により、随時開催し、認知症についての正

しい知識の普及を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

実施回数 ８回 １０回 １０回 １０回 １０回

参加人数 ２３０人 ２５０人 ２５０人 ２５０人 ２５０人

 

 

健康相談 

老人クラブ等の団体を対象に、血圧測定や個別健康相談を実施し、高齢

者の健康保持を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

実施回数 １８回 ２０回 ２０回 ２０回 ２０回

参加人数 ２３０人 ２５０人 ２５０人 ２５０人 ２５０人
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地域包括支援センター 

芽室町地域包括支援センターでは、介護保険制度の地域支援事業に規定

されている包括的支援事業を実施する機関として、公正・中立な立場から、

①介護予防ケアマネジメント ②総合相談支援事業 ③権利擁護事業 ④

包括的・継続的マネジメント事業等を行います。 

なかでも、介護予防ケアマネジメントについては、要支援１・２と認定

された方の介護予防支援プラン（ケアプラン）を作成し、要介護状態にな

らないよう支援します。高齢者が要介護状態にならないよう予防を図ります。  

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

ケアプラン作成実人数 １６２人 １７０人 １７５人 １８０人 １８５人

ケアプラン作成延件数 １，３９０件 １，４００件 １，４５０件 １，５００件 １，５５０件

 

 

５ 障がい者の自立支援と社会参加の促進 

本町の障がい者（児）数は、高齢化の進行、労働・交通災害など後天的な

原因により増加・重度化する傾向にあります。 

障がい福祉サービスの充実とともに、それを補完するための関係機関との

連携のもと、相談支援をはじめとする地域生活支援体制を構築していく必要

があります。 

 

 

(1)地域生活支援体制の構築 

障がいのある人が、地域で安心して生活していくための相談支援をはじ

めとする、地域生活支援体制の構築を推進します。 

また、相談窓口に対する情報提供を行うとともに、相談支援体制の充実、

障がいに対する理解を深めるため、障がい当事者団体や親の会の活動を支

援するとともに、地域住民と障がいのある人の交流イベントの開催を支援

します。 

 

 

   障がい者相談員との連携 

障がい者福祉制度の度重なる改正がおこなわれていることから、障がい

者相談員が地域で活動するために必要な情報提供や講演会等の周知を行い、

一層の活動支援を行います。 
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相談支援体制に関する課題解決のための取り組み 

適切な相談支援、障がい者に対する差別・虐待を防止する取組を一層強

化するため、役場保健福祉課窓口での相談支援体制の強化を図ります。 

また、保健、医療、福祉、教育、事業者、及び、障がい福祉サービス事

業者、並びに、障がい者団体等の関係者からなる「芽室町自立支援協議会」

を設置し、障がいを持つ方に対する相談支援体制の充実を図ります。 

 

 

障がい者（児）に対する理解を深める取り組み 

芽室町社会福祉協議会が主催する、障がいを持つ方と健常者の交流を深

めるイベント「ふれあい交流まつり」に対する支援を継続し、障がい者（児）

に対する理解と交流の促進を図ります。 

また、広報誌を活用した啓発を行います。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

参加団体数 ２３団体 ２４団体 ２４団体 ２４団体 ２４団体

参加者数 1,000人 1,100人 1,150人 1,200人 1,250人

 

 

６ 人権を尊重する地域社会の形成 

本町では、人権意識の高揚を図るとともに、昭和６２年に制定した「平和

非核宣言」の趣旨に基づき、平和事業の積極的展開を図ってきました。 

こうした考え方の基本にあるのは人権尊重であり、平和の実現には町民一

人ひとりが人権意識を持つことが大切だといえます。 

このため、将来にわたって高齢者が安心・安全に生活していくことができ

るよう、地域・関係団体・企業・医療機関・介護事業所・行政機関などが連

携を強化し、あらゆる権利侵害や生活上の不利益から擁護していく仕組みと

地域の見守りが求められています。 

さらに、最近の社会問題である児童虐待や配偶者等への暴力、高齢者や障

がい者などの権利擁護を含め、総合的な人権施策の推進が求められています。 

町では、これまでの事業の成果を踏まえ、平和意識の醸成に努めるととも

に、全ての町民の人権尊重を基本理念に、町民一人ひとりが相互に人権を尊

重しあい、生きがいの持てる共生社会の実現に向けた取り組みを進めていき

ます。 
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（１）人権意識の総合的啓発 

すべての人の基本的人権を尊重し、人種、国籍、性別、信条、障がい

の有無、社会的身分などあらゆる差別を解消することは、平和・人権の

まちづくりの基本原則です。 

配偶者等へのあらゆる暴力の禁止、児童虐待防止など子どもの権利の

保障、障がい者・在住外国人・高齢者などの権利擁護などあらゆる分野

の意識啓発を総合的に推進します。また、学習機会の充実や相談・啓発

活動の充実など、人権尊重の意識啓発のための取り組みを推進します。 

 

 

   帯広人権擁護委員協議会参画事業 

     帯広人権擁護委員協議会に参画し、人権擁護の日（６月１日）に社会福

祉協議会主催の「心配ごと相談」と併せて人権擁護相談窓口を開設し、人

権についての啓蒙と擁護を行い、一人ひとりの人権意識を育ててもらい、

基本的な人権が擁護される社会を目指します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

相談窓口開設 １回 １回 １回 １回 １回

啓発活動件数 ４件 ５件 ６件 ７件 ８件

相談件数 ５０件 ５５件 ６０件 ６５件 ７０件

 

 

   配偶者からの暴力被害者への支援活動 

     配偶者からの暴力被害者の相談を受け、状況に応じて配偶者暴力相談支

援センターと連携して一時保護を行います。 

また、新生活の再構築のための生活援助などの継続的支援を行います。 

 

 

芽室町要保護児童対策地域協議会運営事業（再掲） 

児童福祉法・児童虐待防止法に基づき、児童相談体制の確立を図り、虐

待児童のみならず要保護児童全般に対応し、児童の健全育成が図られる環

境づくりや体制づくりを行います。 

 

 

障がい者権利擁護 

障がい者の権利や財産の保護、虐待防止や早期発見のための権利擁護ネ

ットワークの構築及び相談支援事業を行います。 
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（２）高齢者の権利擁護 

相談窓口の設置、関係機関による「芽室町高齢者権利擁護ネットワーク」

会議の開催等により、高齢者の権利擁護を図ります。 

高齢者虐待に関する通報等の受付及び状況確認、必要に応じた調査や、

居室の確保などに係る関係機関の連携、成年後見制度の推進、権利擁護に

関する制度・知識の普及啓発を進めます。 

 

 

    権利擁護事業 

高齢者の権利や財産の保護、高齢者虐待防止や早期発見のための高齢者

権利擁護ネットワークの充実及び相談支援事業を行います。 

その中で、町長申立に係る低所得者の高齢者に対する成年後見制度の申

立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行うとともに、高齢者虐待

時の一時保護等の支援を行います。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

権利擁護相談延件数 ２７回 ３０回 ３０回 ３５回 ３５回

ネットワーク会議 

開催回数 
２回   ２回   ２回   ２回 ２回

 

 

（３）アイヌ住民福祉の向上 

アイヌ住民が、社会的・経済的に安定した生活が営まれるよう、生活指

導員による相談・指導・助言などを進めます。 

 

 

   アイヌ協会支援、生活相談事業 

     アイヌ協会の運営に必要な活動支援を行い、生活相談員を配置し、協会

会員の社会的改善が図られるよう相談、指導、助言を行い、アイヌ文化を

伝承する自主活動を支援していきます。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

相談員数 １人 １人 １人 １人 １人

協会会員数 １５人 １５人 １５人 １５人 １５人

相談件数 １４件 １５件 １６件 １７件 １８件

自主的活動 ２件 ３件 ４件 ５件 ６件
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７ 災害に強いまちづくりの推進 

本町では、住民の生命・財産を災害から守るため、昭和４８年に災害対策

基本法に基づき「芽室町地域防災計画」を作成（平成１８年改定）し、各種

の災害防止と災害応急対策、災害復旧などの諸活動の推進に努めてきました。 

今後は、毎年発生する台風や、地震による災害発生の予防と、災害時に迅

速・効果的に対応できる情報体制の整備、自主防災組織の設置などを急務の

課題とし、また、災害に対する予防と避難などについての住民意識の高揚を

図るよう防災啓発活動の推進を図ります。 

 

 

（１）防災対策事業の推進 

・ 防災について行政、住民のそれぞれが担うべき事項を確認し、防災の

備えや災害時に迅速な対応ができるような体制の整備を進めます。 

・ 防災に対する住民啓発と、携帯電話・パソコン等を活用した「災害情

報メール」による情報発信や、避難場所の指定と住民周知、各種の災害

備品等の確保に努めるとともに、「高齢者・障がい者の安否確認情報」

の管理体制を整備し、今後も関係機関との連携を強化し、防災の普及と

災害発生に対する適切な対応を進めます。 

・ ライフラインの確保や、災害時応援協定締結町への応援要請体制、道

との連携による道内外の自治体への応援要請体制など、災害時の非常体

制の整備に努めます。 

 

 

防災対策事業 

地域防災計画に基づき防災対策の推進及び備蓄品の購入、管理を実施し

ます。 

また、地域防災訓練を毎年実施し、防災対策の推進をはかり、町民の防

災への関心を高め、個々の防災対策とともに災害時の被害をできるだけ減

らせるように努めます。 

また、高齢者や障がいをもった方などの災害時要援護者対策を進めます。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

防災訓練 １回 ２回 ２回 ２回 ２回

防災訓練参加者数 ２００人 ２５０人 ３００人 ４００人 ５００人

町内の防災組織の数 １ ３ ３ ４ ５
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８ 防犯対策と交通安全の推進 

近年、児童生徒を巻き込んだ事件事故が全国的に目立ち、安心して暮らせ

るまちづくりのための安全対策が求められています。 

本町の犯罪発生率は決して高くはありませんが、多様化する社会状況の中

で、犯罪の巧妙化（悪質化）、広域化、さらには低年齢化しているのが、近

年の傾向です。こうした中で、自らのまちを自らで守るという意識を高め、

学校、家庭、地域、警察、職場そして行政が一体となった防犯活動を進める

ことにより、安全安心で明るい社会を築いていきます。 

さらに、全国的に問題となっている飲酒運転や危険な運転などによる交通

事故はあってはならないことです。本町においても交通事故は依然として減

少せず、事故の多くは一時停止をしないなど基本的な交通ルールの違反運転

が原因となっています。 

交通事故のない安全なまちに向け、交通モラルの向上と安全意識の啓発を

進めるとともに、児童生徒や高齢者等に対する街頭指導などを継続し、防犯

活動の推進と同様関係者が一体となって交通安全の推進を図ります。 

 

 

（１）交通安全指導・啓発事業の推進 

住民への防犯・交通ルールの遵守啓発とともに、専任交通指導員（みど

りのおばさん）による、幼児、小学生、中学生、高校生そして高齢者に対

する街頭指導の継続と、学校等で行う交通安全指導教室の推進を図ります。 

また、少年期からの自己防衛意識の高揚、交通安全ルール意識の定着化

を進めるとともに、子どもを交通事故や犯罪から守るため、学校・ＰＴＡ・

町内会・各種団体・行政等が連携して「子ども安全サポート」を推進しま

す。 

 

 

   交通安全指導・啓発事業 

町民（特に小中学生や高齢者）を対象に、市街地小学校通学路での交通

指導及び交通教室を開催し、交通安全の啓発を行い、事故にあわない行動

を身につけられるよう支援し、児童生徒の登下校時の交通事故ゼロを目指

します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

通学路での指導 ２０８日 ２０４日 ２０４日 ２０４日 ２０４日

町内での事故件数 ５５件 ５５件 ５５件 ５０件 ５０件

町内での事故人数

（児童等当事者） 
１ ０ ０ ０ ０
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   交通防犯対策事業 

町民（特に小中学生や高齢者）を対象に、町内会や農事組合及び交通安

全推進委員会・交通指導員が現場での指導や交通安全教室などをとおして、

安全意識の啓発をすすめ、交通事故発生件数０を目指します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

活動参加者 ４００人 ４５０人 ４５０人 ４５０人 ４５０人

交通事故発生件数 ５５件 ５５件 ５５件 ５０件 ５０件

  

  

（２）防犯対策事業の推進 

交通安全推進委員会、防犯協会、少年補導委員会、学校、ＰＴＡ、地域

町内会、行政が一体となった防犯対策に取り組むとともに、「子ども１１

０番の家」「学校の安全マップ」等を活用した地域住民による防犯対策を

進めるため、警察等の関係機関との連携強化に努めます。 

また、防犯や交通安全を目的とした自主活動を推進している団体に対し、

今後も行政としての支援を図っていきます。 

 

 

帯広地区防犯協会連合会参画事業 

     帯広署轄内１市５町２村で構成する帯広地区防犯協会連合会に参画し、

芽室町防犯協会活動に連合会資料を用いるとともに、帯広署と連携した活

動を行い、町内での犯罪発生の抑止を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

広報・啓発資料 

利用件数 
１５件 １５件 １５件 １５件 １５件

犯罪件数 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件 １２０件

  

 

  少年補導員会運営事業 

青少年を対象にした、街頭指導、防犯巡視活動を通して青少年の生活安

全意識の啓発を図り、非行を防ぐのは青少年個人個人の意識であることを

自覚するように支援し、青少年の健全育成を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

巡視指導 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件 ５０件
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９ 道路交通環境の整備 

町内の住宅・住環境については、安全・安心かつ利便性の高い機能的な町

並みとするための住環境の整備を推進します。 

また、町道については、計画的な整備を進めるとともに、適切な維持管理

と効率的な除排雪を推進していきます。 

 
 

（１）道路施設等環境の整備等 

道路パトロール等の実施などにより、町民の皆さんが安心して快適に利

用できるよう道路等施設の適切な維持管理に努めます。 

また、歩道等のバリアフリー化の観点に基づく整備等により、高齢者・

身体に障がいのある方や子供たちにやさしい道路･歩道整備を推進します。 

なお、除排雪については、新市街地の整備に伴う対象路線の延長増や安

全な路面の確保、早期除雪に対応するために除雪機械等の充実を図り、冬

期間の安全・安心な道路・歩道の確保に努めます。 

 

 

   町道・歩道・駐車場等維持管理事業 

地域住民のため、町道・歩道・駐車場を安全に使用出来るように維持管

理事業を行い、ライフラインである町道・歩道・駐車場を適正管理するこ

とで安全確保を図り、利便性・快適性・安全性の高い道路網の確認、整備

を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

維持補修 

実施件数 
１４１件 １４１件 １４１件 １４１件 １４１件

町道延長 ９２５ｋｍ ９２５ｋｍ ９２５ｋｍ ９２５ｋｍ ９２５ｋｍ
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   除排雪計画策定事務 

     通行車両及び歩行者が利用する車道及び歩道・駐車場について、支障と

なる積雪に対し除排雪を迅速に実施し、ライフラインの確保を図り、通行

車両の円滑な道路交通の確保・歩行者の歩行空間の安全確保・公共機関の

利用促進が図られるようにします。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

除雪回数 

排雪回数 

３０回

１０回

３０回

１０回

３０回

１０回

３０回 

１０回 

３０回

１０回

除雪道路距離 

除雪歩道距離 

排雪路線距離 

６７９ｋｍ

６８ｋｍ

３９ｋｍ

６７９ｋｍ

６８ｋｍ

３９ｋｍ

６７９ｋｍ

６８ｋｍ

３９ｋｍ

６７９ｋｍ 

６８ｋｍ 

３９ｋｍ 

６７９ｋｍ

６８ｋｍ

３９ｋｍ

 

 

10 自然環境の保全とクリーンエネルギーの推進 

環境問題は、大気汚染や騒音・振動、生活排水による水質汚濁、近隣騒音

などの都市・生活型公害から、資源・エネルギーの大量消費、緑の減少や水

循環の阻害などの問題といったように複雑・多様化し、地球温暖化やオゾン

層の破壊などの地球環境問題にまで広がり、その影響は次世代に及ぶ深刻さ

を増しています。 

こうした状況のもと、社会経済活動や生活様式のあり方を含め、環境への

負荷を低減し、持続的発展が可能な社会を実現するための取り組みが求めら

れています。     

本町は、「クリーンめむろ大作戦（クリーンめむろ環境基本計画）」を策

定し、個々の公害対策を進めるだけでなく、環境の保全、回復及び創出を図

ります。 

 

 

（１）自然環境の保全 

① 大気・水・土壌の保全（クリーンめむろ推進計画の推進） 

・ 工場、事業所から発生する大気汚染物質の排出削減、排出水の適切

な管理について指導を徹底し、事業所・家庭でのごみの焼却、野焼き

の禁止について指導・啓発します。 

② 自然を守る意識づくり 

・ 学校教育や社会教育などでの環境に関する教育の充実を図るとともに、

住民・企業・行政が一体となった自然を守る意識づくりを推進します。 
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  クリーンめむろ大作戦推進事業 

町民及び町内小中学校を対象として、豊かな自然環境を守り住みよい生活

環境を推進する意識を醸成するため、環境セミナーや施設見学、環境学習や

環境保全活動に対する支援をします。 

そして、町民の環境配慮意識の向上に努め、人間と環境の関わりについて

幅広い理解を深めてもらい、環境を大切に思う心の育成を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

・環境セミナー実施数 

・支援対象学校数 

１件

７校

１件

７校

１件

７校

１件 

７校 

１件

７校

・環境教育事業参加数 

・取組学校数 

７０人

２校

８０人

７校

９０人

７校

１００人 

７校 

１１０人

７校

 

 

   環境モラルに対する意識の向上及び啓発 

身近な地域で共に快適に過ごすことができるよう、ごみ出しや犬猫のフ

ンの放置、たばこの吸い殻のポイ捨てや粗大ごみの不法投棄などを防ぐた

め、個人のマナー意識の向上を図る取り組みを、地域住民や町、関係団体

が一体となって行います。 

 

 

１１ シニア世代が活躍できる環境づくり 

現在、団塊の世代といわれる方々が定年となる時期を迎えております。

これまでの様々な経験で培った知識やノウハウを活かし、地域に貢献しつ

つ生きがいを感じられるような環境を整備し、歓びを実感していただくた

めのサポートを行います。 

 

 

（１）地域デビューのための支援 

長年企業などで働いてきた人たちにとって、急に地域活動に参加するこ

とは難しい面があると言えます。こうした方々が地域活動に参加しやすい

ように、行政としての「橋渡し」として、地域デビューのための支援を行

います。 
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加齢の歓びを実感できるまちづくり推進事業 

団塊の世代及びその周辺の世代に、豊富な知識や経験を生かし、行政サ

ービスの担い手になっていただき、シニア世代が活躍できる環境づくりを支

援することにより、町民が主体となった協働のまちづくりを推進します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

ﾌｫｰﾗﾑの開催回数 １回 １回 １回 １回 １回

ﾌｫｰﾗﾑ等の参加者数 ６０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人

 

 

（２）シニアワークセンターへの支援 

高齢者が持つ知識や経験を地域社会の中で活かす場として、シニアワー

クセンターの役割は非常に重要です。今後も、就業の場及び登録者の拡大

を図り、自立した運営に向けた支援を継続します。 

 

 

シニアワークセンター支援事業 

シルバー人材センターへの移行と町民が利用しやすい場所への事務所の

移転を支援し、安定した法人運営を確保することにより、安定した高齢者

の就労の場を確保し、町民が主体となった地域づくりを目指します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

登録者数 １８５人 １９０人 １９５人 ２００人 ２０５人

延べ就労日数（日） １８，０２３ ２０，０００ ２２，０００ ２４，０００ ２６，０００

 

 

１２ 地域活動の推進 

町民が主役となった地域づくりを促進するためには、主体的に地域活動

を企画・実施していくことが望まれます。本町のまちづくりには、団体や

個人の町民活動が大きな役割を果たしています。「めむろまちづくり参加条

例」のもと、多様な町民参加の仕組みを設けるとともに、町民の主体的な

参加を図りながら、いただいた意見の政策反映への強化を図ります。 

さらに、町民の皆さんが主体的に地域の活動に参加するためには、交流・

連携の推進が必要です。地域コミュニティ活動の拠点となる地域集会施設

については、地域コミュニティ活動のための使用を無料とするなど、地域

活動の活性化を進めていきます 
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（１）地域担当制度実施事業の推進 

地域住民と行政とのパイプ役となることを目的として、各地域に一人ず

つ担当職員を配置し、特定の職員だけが参加するのではなく、行政情報の

周知や町民の意見要望を町政に反映させること、多くの職員が地域活動に

参加し、町民との対話の機会を確保することを目指します。  

 

 

 地域担当職員制度運営事業 

市街地を５ブロック、農村地域を３ブロックの合計８ブロックに区割り

して担当町職員を配置し、行政と地域のパイプ役として、地域課題の把握、

地域の活動計画等へのアドバイスや地域活動への積極的な参加を図ります。 

 

 

（２）町民活動支援センターの充実 

町民活動団体の拠点として開設した「町民活動支援センター」ですが、

まだ認知度は高い状況ではありません。また、各種団体のセンターの利用

状況についても、多くはコピー・印刷機・会議室の利用に留まっています。

今後は、センターの役割、あり方を再度整理し、登録団体の増加と、登録

団体間の交流・情報交換が積極的に図られるよう支援します。 

 

 

   町民活動支援センター運営事業 

町民活動支援センターの管理運営のため、芽室町市街地町内会連合会と

の間に協定を締結し、管理運営費を支援するとともに、センター事業に対

する協力・アドバイスを実施し、町民活動団体の自主的な活動を促し、自

立発展を支援し、住民と行政の協働によるまちづくりの推進を図ります。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

延べ利用団体数 ５７団体 ６０団体 ６０団体 ６０団体 ６０団体

登録団体数 ２７団体 ３０団体 ３０団体 ３０団体 ３０団体

 

 

（３）協働のまちづくり活動支援事業の再構築 

現在、町民活動促進のための事業として「協働のまちづくり活動支援事

業」を実施していますが、町内会の活動に対する支援である「自治振興活

動支援事業」と事業の目的が類似していること、さらに、町民活動団体の

活動を支援する町民企画活動補助を、町内会の活動に対しても支援できる

ことから、支援制度を一本化し、町民や活動団体にわかりやすい制度とし

て再構築を検討します。 
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  協働のまちづくり活動支援事業 

行政が行ってきた事業を地域住民等〔地縁団体（町内会・行政区）、町民

活動団体〕が行う場合や個性ある地域づくり活動、調査研究活動などを行う

団体に対して、活動経費の一部を支援します。 

地域活性化のための活動、個性ある地域づくり、異業種間交流・世代間交

流、住民を中心とした調査・研究活動を自主的に企画し実践してもらい、協

働意識の醸成と活動実践の推進を図り、各団体が自立した事業推進体制づく

りが図られるよう支援します。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

申請件数 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

活動団体数 １７４団体 １７４団体 １７４団体 １７４団体 １７４団体

支援を受けた事業数 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件 ２０件

 

 

  自治振興活動支援事業 

町内会や行政区に、行政からの依頼に基づく推薦、取りまとめ等の自治活

動に対して報償費を支給し、行政事務の周知、委員等の推薦や地域要望の取

りまとめ等の調整事務を担ってもらい、住民に最も身近な自治組織である活

動の自主的活動を推進し、住民と行政との協働による地域経営を進めます。 

 現  状 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

自治振興報償申請件数 ８４件 ８４件 ８４件 ８４件 ８４件

 

 

地域福祉館等その他の施設 

地域住民による様々な支援活動の場として利用される地域福祉館等につ

いては、施設使用料について検討を行い、今後も地域活動を積極的に支援し

ます。 
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１３ 災害時要援護者の支援体制づくりと地域コミュニティの再生 

 

（１）支援体制の必要性とコミュニティ活動の重要性 

近年は、自然災害による被害が頻発しており、多くの犠牲者が発生してい

ます。このことから、災害時要援護者（災害時に自分で避難することが困難

な方）支援に関しては、地域社会において早急に取り組まなければいけない

重要な課題となっています。 

実際の被災地においては、災害時要援護者の避難で一番の協力者となって

活躍したのは、他でもなく地域住民で、地域交流が盛んな地域ほど避難もス

ムーズにおこなわれました。 

しかし、全国的な少子化や高齢化、過疎化、家族形態の多様化・個人化が

急速に進み、地域社会のつながりが希薄化し、地域が本来もっている相互扶

助の機能が低下しています。 

本町においても、地域差はあるものの、町内会の加入率低下や地域交流の

機会の減少は否めません。 

このことから、平成２１年度より、大地震や台風などの自然災害が発生し

た場合、災害時要援護者に対する支援活動が的確かつ迅速に実施できるよう、

地域住民、民生委員児童委員、町内会及び各種福祉団体や事業者、防災関係

機関等と連携し、福祉的支援をおこなうとともに、自力避難が困難な方の安

否確認など地域が主体となった支援体制づくりを実施します。 

    そのためには、日頃より、災害時要援護者が地域のどこに暮らしているか

を適切に把握するとともに、緊急時にも対応できるよう、民生委員児童委員

等の関係機関との間で必要な情報の共有を図るとともに、積極的な安否確認

や相談、支援をおこなうことにより、災害に強い福祉のまちづくりをめざし

ていかなければなりません。 

    そして、地域住民による自主的で自発的に行われる共同活動を通した地域

の一体感の醸成を図り、地域の人と人との支えあいや助け合いを促すことに

よって地域コミュニティの再構築を図り、すべての住民が安全安心に暮らせ

る地域づくりを目指します。 
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（２）具体的な取り組みについて 

 

町民一人ひとりが取り組むこと 

    ・もしもに備えて、災害発生時の避難場所等を確認し、日頃から災害を想

定した準備を心がけます。 

   ・隣近所にどのような人が住んでいるか把握します。 

   ・万が一の災害時には、自身や家族の安全避難を第一に考えるとともに、

隣近所の安否も確認し、必要に応じて適切な機関に連絡できるよう心が

けます。 

・日頃から、地域での交流の輪を広げるよう努めます。 

 

 

   地域が取り組むこと 

    ・地域の災害時要援護者を把握します。 

   ・地域住民相互の交流を図り、安全安心な地域社会の構築が図られるよう

努めます。 

   ・自主防災組織の設置や避難訓練を実施するよう努めます。 

 

 

   事業者が取り組むこと 

    ・地域での防災活動に協力、支援を行います。 

   ・日常的な見守り体制を構築します。 

・災害時における支援体制を整備します。 

 

 

   行政が取り組むこと 

   ・災害時要援護者台帳、支援マップ等が災害時に活用できるよう、情報の

把握、集約、管理、更新を行うとともに、災害時における連携体制を構

築します。 

  ・災害時要援護者に対して効率的かつ効果的な支援をおこなうため、関係

機関との適切な方法による情報共有体制を構築します。 

  ・災害時要援護者に、日頃から災害時の支援体制、対応方法を説明します。 

  ・要援護者支援体制構築のため、研修会や講演会等の開催、情報誌等を活

用し住民への周知を図ります。 

  ・芽室町地域防災計画と連携を図り、実際の災害発生を想定した避難訓練

を、住民、関係団体等の参加のもと実施します。 

  ・住民相互の活動を支援し、安全安心な地域社会の構築が図られる取り組

みを推進します。 

・民生委員児童委員、関係機関等との連携を図り、見守り活動、支援体制

を構築します。 
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資 料 編 



資料編 

地域福祉計画策定に係わる座談会について 

 

「災害時要援護者支援体制づくりの推進」の検討結果について 

 地域福祉計画策定に関して、平成１９年８月１０日厚生労働省社会・援護局

長通知で、災害時に自力で避難することが困難な高齢者、障がい者等（災害

時要援護者）が、安心かつ確実に避難できるよう地域において情報の把握、

共有、伝達、避難誘導等の支援活動を的確に実施できる体制を整備し、計画

に盛り込むようにと通知がありました。災害時要援護者支援計画を作成する

にあたり、実際に対象者の把握等にご協力いただく各団体に依頼し意見交換

の座談会を開催しました。 

 

・平成２０年１１月２６日（水）民生委員児童委員協議会との座談会 

（出席者４０名） 

・平成２０年１２月 ５日（金）市街地町内会連合会との座談会 

（町内会長１１名） 

・平成２０年１２月 ６日（土）市街地町内会連合会との座談会 

（町内会長１２名） 

・平成２０年１２月１０日（水）社会教育協会連絡協議会との座談会 

（役員６名） 

 

今回の地域福祉計画の策定において、計画に記載する事項に関して検討いた

だきました。要援護者情報の把握に関すること、要援護者情報の共有に関する

こと、要援護者の支援に関することについて、座談会において述べられた意見

に基づく内容は次のとおりです。 

 

（１）要援護者の把握に関する事項 

    災害時に支援が必要な要援護者の情報の把握について、どのような

方法で行うことが良いのか？ 

 

〔国からの例示〕 

市町村の福祉関係部局において、適切かつ漏れのない要援護者情報

を日頃から把握しておくための方法や、把握した情報の集約と適切な

管理の方法ついて具体的に明記する。 

①要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

②障がい者の情報に関しては、障がい程度区分情報等により把握する。 

③妊産婦及び乳幼児の情報に関しては、母子健康手帳の発行状況や住

民基本台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する。  
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④ひとり暮らし高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、住民基本

台帳担当部局と連携し住民基本台帳を活用する等により把握する。 

⑤行政のみでは把握することが困難な情報（例えば、日中のひとり暮

らし高齢者、病弱者を抱えている高齢者世帯等の情報等）について

は、民生委員児童委員等に協力を依頼することにより把握する。 

⑥その他、各地域において独自に設置されている福祉委員や町内会等

近隣住民による日常的な見守り活動等を通して把握されている高齢

者夫婦世帯、ひとり暮らし高齢者、障がい者、子育て家庭など安否

確認等が必要な者のリストやマップが整備されている例もあること

から、これら近隣住民等活動者等と連携して把握する。 

 

〔座談会での意見集約〕 

意見の中で、災害時要援護者の把握については、漏れのないように

対象となる方の把握が行われることが前提であるとの意見がありまし

た。 

そのためには、できるだけ多くの手段をもって行われることが必要

です。 

そこで、町が住民基本台帳等で把握した障がい者がいる世帯、高齢

者がいる世帯、乳幼児がいる世帯、難病患者がいる世帯等の情報を基

本台帳として整備し、その情報をもとに民生委員児童委員・町内会・

各事業者等で把握している情報を加えて、災害時に支援・安否確認が

必要な方すべてが記載されている台帳の作成による把握が必要ではな

いかとの結論に達しました。 

 

 

（２）要援護者情報の共有に関する事項 

（１）において把握された情報を、個人情報保護を配慮した上で、どの

ように協力機関と共有することが良いのか？ 

 

〔国からの例示〕 

（１）の方法により把握された要援護者情報の共有については、「要援

護者 

支援に係る実施通知」において、要援護者情報を民生委員児童委員等の

関係機関と共有する方式として、以下が示されているので、これらを参

考に、その共有方式を明記するとともに、当該方式に基づく具体的な関

係機関間の情報共有方法について明記する。 

①要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名

簿等への登録を希望した者の情報を収集する方式（手上げ方式） 

②福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を収集する

方式（同意方式） 
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③要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人

情報保護条例において、保有個人情報の目的外利用・第三者提供を可

能とする規定を整備することにより、個人情報を他の関係機関との間

で共有する方式（関係機関共有方式）。 

 

  〔座談会での意見集約〕 

意見の中で、個人情報保護の観点からは手上げ方式・同意方式が基

本となるが、実際に有事の際に希望者と同意者の情報だけでは、本当

に必要な方が抜けていることも考えられるとの意見が多く出ました。 

そのため、緊急時に必要な情報であることから、③の関係機関共有

方式が基本になり、台帳に関しては個人情報の取り扱いに関する規定

を整備し、町と関係機関とで共有し、有事に支援が滞りなく行われる

体制づくりが必要であるとの結論に達しました。 

 

（３）要援護者情報の更新に関する事項 

    実際に名簿・マップを作成した場合、その情報は永続的なものでは

なく、定期的に見直しを行っていかなければ意味がありません。その

見直し期間について、どのぐらいの期間で行っていけば良いのか？ 

〔国からの例示〕 

定期的に要援護者名簿の見直しを行うなど要援護者情報更新のため

の具体的方法を明記する。 

 

  〔座談会での意見集約〕 

     災害時要援護者の状況は常に変化していくため、その都度更新する

が望ましい。しかし、継続的に行っていくためには、年に１回程度更

新していくことが良いのではないかとの意見が多くありました。 

 

 

（４）要援護者の支援に関する事項 

   〔１〕日常的な見守り活動や助け合い活動の推進方策について、どの

ような形が考えられるか？ 

 

〔国からの例示〕 

自治会・町内会の福祉委員や民生委員児童委員による訪問活動、社

会福祉協議会等によるいきいきサロン活動や要援護者マップづくり等、

要援護者に対する近隣住民等による日常的な見守り活動や助け合い関

係づくりを推進する方策について、具体的に明記する。  

①区域内を小中学校区等の地区に分け、地区担当の活動推進職員を配置

する。 

②近隣住民等の活動者が活動する拠点として活用できる場所（空家、空
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き保育園）等の確保や環境整備を支援する。 

③地域包括支援センター等の専門機関と民生委員児童委員、近隣住民等

活動者の連絡会議を開催し日常的な協力関係をつくる。 

④住民や関係機関が先進地の取り組みから学ぶ研修会を開催する。 

  〔座談会での意見集約〕 

実際に必要な見守り体制づくりや助け合い活動の推進に関しては、

今後も時間をかけて検討することが必要ではないかとの意見が多くで

ました。 

また、地域福祉計画・地域防災計画をもとに要援護者支援方策を決

定する際、その内容の詳細を明記する形を取った方が良いのではない

かとの意見がでるなど、最終的にまとまった形での結論には至りませ

んでした。 

このことから、町内会の福祉委員や民生委員児童委員による訪問活

動、社会福祉協議会等によるいきいきサロン活動やマップづくり等、

要援護者に対する近隣住民等による日常的な見守り活動や助け合い活

動の推進方策を、今後、具体的に検討する必要があります。 

 

 

〔２〕緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくりとして、どのよう

な形が考えられるか？ 

〔国からの例示〕 

要援護者の安否確認情報を集約する市町村の連絡担当者を明確にす

る等、民生委員児童委員、近隣住民等活動者や事業者等が要援護者の

異変を発見した場合や、災害時など緊急対応が発生した場合の安否確

認情報が各市町村の担当部局に円滑に報告されるための役割分担と連

絡体制について具体的に明記する。 

併せて、病気その他により民生委員児童委員、近隣住民等活動者が

一時的に活動できない場合や連絡が取れない場合に、代替者が安否確

認を行う体制についても具体的に明記する。 

 

 

  〔座談会での意見集約〕 

このことについても、要援護者支援方策を決定する際、その内容の

詳細を明記する形を取った方が良いのではないかとの意見が出され、

最終的にまとまった形での結論には至りませんでした。 

このことから、要援護者の安否確認情報を集約する連絡担当者を明

確にする等、民生委員児童委員、近隣住民や事業者等が要援護者の異

変を発見した場合や、災害時など緊急事態が発生した場合の安否確認

情報が、町に円滑に報告されるための役割分担と連絡体制について、

今後具体的に検討することが必要です。 
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